
くらしまちづくりネットワーク横浜～東日本大震災復興プロジェクト 規約 

 

（名称及び所在地） 

第1条 当ネットワーク組織は、「くらしまちづくりネットワーク横浜～東日本大震災復興プロジェ

クト」と称し、事務局を横浜市市民活動支援センター内におく。 

 

（目的） 

第2条 当ネットワーク組織は、横浜・神奈川の市民活動団体・機関・大学等が連帯し、社会的

課題解決のために、それぞれが持つノウハウを活かすことや、それぞれの活動に実際

に協力し合うことを目的とする。 

 

（活動内容） 

第3条 当ネットワーク組織は前条の目的を達成するために次の活動を行う。 

１  被災地に行き、コミュニティの自立を側面的に支援する活動（自炊支援、在宅避難者へ 

の配食、ニーズ調査、その他現地ボランティアのレスパイトを目的とした活動） 

２  被災地に行き活動する団体の支援  

３  連絡会議（月１～２回）の開催 

４  その他前条の目的を達成するために必要な活動 

 

（会員の権利と義務） 

第4条 会員は当ネットワーク組織の活動に自由に参加する権利を有する。 

 

（加入および脱退） 

第5条 当ネットワーク組織への加入および脱退は次のとおりとする。 

当ネットワーク組織の目的に賛同し、所定の用紙に必要事項を記入し代表者に提出し 

た者を加入とする。脱退の際は、所定の用紙に必要事項を記入し、代表者に提出する 

こととする。 

 

（代表者とその権限） 

第6条 代表者は当ネットワーク組織を代表し、その会務を統括する。 

 

（役員の任務と任期） 

第7条 当ネットワーク組織には次の役員を置く。 

代表 1名、副代表 1名、会計 1名 

（役員・会計監査の選出と任期） 

第8条 役員は、会員の中から互選する。任期は 1年とする。ただし、再任は妨げない。 



 

（総会・役員会） 

第 9条 １ 当ネットワーク組織は、年 2回の総会および必要に応じて臨時総会を開催し、次の事 

項について審議する。総会は、会員の過半数の出席を必要とする。議事は、出席者の 

過半数の賛成によって決定する。 

２ 役員会は必要に応じて開催し、会の運営について協議する。 

 

（会計） 

第10条  当ネットワーク組織の必要経費は、寄付金やその他の収入をもって充てる。 

 

（会計年度） 

第11条  当ネットワーク組織の会計年度は、毎年 4月１日より翌年３月 31日までとする。 

 

（会計報告） 

第12条  当ネットワーク組織の会計報告は、毎年３月に行う。 

 

〔付則〕 

１ この規約は 2011年 4月 20日より施行する。 


